
（平成２３年９月７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

国民年金関係 4 件

年金記録確認青森地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

青森国民年金 事案 677 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年 10月から 63 年６月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住    所 ：  

           

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年 10 月から 63 年６月まで 

    昭和 62 年９月末に会社を退職した後、市役所で国民年金への種別変

更手続をしたが、失業中だったので国民年金保険料の納付は行ってい

なかった。同年 12 月頃まで就職活動をしたが再就職先が見つからなか

ったので、家業を継ぐことを父に伝えたところ、後日、父から、「納め

ていなかったおまえの国民年金保険料を２回に分けて納めた。」と聞い

た。その際の納付書・領収証書を見せてもらった記憶もある。 

それなのに、申立期間について、私の国民年金保険料が未納とされ

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間について国民年金保険

料を全て納付している上、納付年月日が確認できる昭和 60 年 11 月から

61 年２月までの期間及び平成元年４月から２年３月までの期間は現年度

一括納付、同年４月以降は現在に至るまで全て前納している。 

また、申立人及び申立人の母親の国民年金保険料を納付したとする申

立人の父親は、国民年金制度発足時から 60 歳到達まで保険料を完納して

いる上、母親も同様に保険料を完納し、昭和 58 年４月から平成４年６月

までの期間は保険料を前納していることから、申立人の父親の保険料の

納付意識は高かったものと考えられる。 

さらに、申立人は、「昭和 62 年９月末に今まで勤めていた会社を退職



                      

  

し、市役所で国民年金への再加入手続をしたが、失業中だったので国民

年金保険料は納付していなかった。同年 12 月頃まで就職活動をしたが再

就職先が見つからなかったので、雪が解けたら家業を継ぐことを父に伝

えた。」と主張しているところ、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名

簿を見ると、申立期間に係る資格取得が 62 年 10 月１日、納付書打出が

平成元年４月、取得報告書打出が同年８月 24 日と記載されていることか

ら、遅くとも同年４月頃には資格取得手続がなされたものと推認できる。 

加えて、申立人は、「国民年金保険料を納付してくれた父は、最初、私

の保険料をＢ銀行で納付しようとしたが、窓口の行員から、納付期限の

過ぎたものが混じっているので、保険料の取りまとめを行っているＣ銀

行に行くように言われた。しかし、そこでも納付できず、Ｄ社会保険事

務所（当時）で納付書の再発行をしてもらうように言われたとしている。

その後、父がＤ社会保険事務所に行ったところ、本人ではないので、本

人との関係を証明できる書類の添付を求められ、市役所から戸籍謄本を

取ってきて、やっと納付書を発行してもらったとしている。その場で手

持ちのお金で払える分の納付書を作ってもらい、残りの分は納付書を郵

送してもらうこととしたと、かなり疲れて帰ってきたことを覚えている。

また、後日、その領収書を父に見せてもらった記憶がある。」と当時の父

親とのやり取りを具体的に記憶しており、その主張に不自然さは見られ

ない。 

また、申立人のオンライン記録及び申立人が所持している平成元年度

国民年金保険料納入通知書・領収書により、元年度の保険料を同年９月

５日に現年度納付していることが確認できるところ、当該納付時点では、

申立期間の保険料は過年度納付が可能であった上、前述の納付に至る経

緯を踏まえると、保険料の納付意識が高かった申立人の父親が、申立人

の申立期間の保険料を納付できなかったとする特段の事情も見当たらな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                                         

  

青森厚生年金 事案 793  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、当該期間

のうち、昭和 42 年 11 月は２万 6,000 円、43 年４月は２万 8,000 円、44

年４月は３万円、46 年１月は３万 9,000 円に訂正することが必要である。 

また、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額の記録については、当該

期間のうち、昭和 47 年１月は３万 9,000 円、48 年 12 月及び 49 年１月は

７万 2,000 円、53 年６月は 13 万 4,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年 10 月１日から 46 年 10 月１日ま

で 

② 昭和 46 年 10 月１日から 57 年１月 20 日ま

で 

③ 昭和 60 年 10 月１日から平成６年６月１日

まで 

      私は、申立期間①はＡ社、申立期間②はＢ社、申立期間③はＣ社（名

称変更後は、Ｄ社）に勤務していた。 

日本年金機構から送付された厚生年金保険加入記録のお知らせに添

付されていた標準報酬月額の月別状況表と申立期間①、②及び③に係

る給料明細書を照合すると 16 年間は嘘の金額であった。また、申立

期間③については、昭和 60 年頃は高度成長時期で給料が下がること

は考えられず、給料は 30 万円、ボーナス２回で 30 万円であった。源

泉徴収票はあるが、給料の明細書はほとんど無い。 

     申立期間①、②及び③について、厚生年金保険加入記録を訂正して

ほしい。 

 



                                         

  

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てている

が、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、

これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉

控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額については、

申立人から提出された給与支払明細書において確認できる厚生年金保

険料控除額から、当該期間のうち、昭和 42 年 11 月は２万 6,000 円、

43 年４月は２万 8,000 円、44 年４月は３万円、46 年１月は３万 9,000

円、申立期間②に係る標準報酬月額については、申立人から提出され

た給与支払明細書において確認できる厚生年金保険料控除額から、当

該期間のうち、47 年１月は３万 9,000 円、48 年 12 月及び 49 年１月は

７万 2,000 円、53 年６月は 13 万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主から供述を得ることができず不明であ

り、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間①及び②のうち、昭和 45 年２月、同年７月、48 年１

月、同年 10 月及び同年 11 月、49 年７月、同年 10 月及び同年 11 月、

50年１月から同年３月までの期間、52年３月から同年 11月までの期間、

53 年１月、同年３月及び同年４月については、給与明細書により、申

立人の報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録により確認で

きる標準報酬月額より高額であるものの、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録

により確認できる標準報酬月額と一致又は低額であることが確認でき

ることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせん

は行わない。 

また、昭和 47 年４月、50 年４月から同年 12 月までの期間、52 年１

月及び同年２月、53 年２月については、給与明細書により、申立人の

報酬月額及び事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録により確認できる標準報酬



                                         

  

月額と一致していることが確認できることから、特例法による保険給付

の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

さらに、申立期間①及び②のうち、昭和 41 年 10 月から 42 年 10 月ま

での期間、同年 12 月から 43 年３月までの期間、同年５月から 44 年３

月までの期間、同年５月から 45 年１月までの期間、同年３月から同年

６月までの期間、同年８月から同年 12 月までの期間、46 年２月から同

年 12 月までの期間、47 年２月及び同年３月、同年５月から同年 12 月

までの期間、48 年２月から同年９月までの期間、49 年２月から同年６

月までの期間、同年８月及び同年９月、同年 12 月、51 年１月から同年

12 月までの期間、52 年 12 月、53 年５月、同年７月から 56 年 12 月ま

での期間については、申立人は、給与明細書を所持しておらず、また、

事業主から供述を得ることができないことから、当該期間における報酬

月額及び厚生年金保険料の控除額を確認することができない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、当該期間において申立人が主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認める

ことはできない。 

２ 申立人の申立期間③に係る標準報酬月額については、申立人から提出

された平成２年分及び５年分に係る給与所得の源泉徴収票により、支払

金額から申立人が主張している賞与額を差し引いて算出した平均報酬

月額に見合う標準報酬月額（30 万円）は、オンライン記録により確認

できる２年及び５年の標準報酬月額（28 万円）より高額であったこと

が推認できるものの、同源泉徴収票に記載されている社会保険料等の金

額は、賞与額及びオンライン記録で確認できる標準報酬月額に基づき試

算した健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の合計額とほぼ符合し

ている。 

また、申立人から提出された平成５年５月の給料支払明細書により、

申立人の報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録により確認

できる標準報酬月額より高額であるものの、事業主が源泉控除していた

と認められる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額は、オンライン記

録により確認できる標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

さらに、申立期間③のうち、昭和 60 年 10 月から平成元年 12 月まで

の期間、３年１月から４年 12 月までの期間、６年１月から同年５月ま

での期間については、申立人は、給与明細書及び源泉徴収票等を所持し

ておらず、当該事業所の当時の役員は、「関係資料も無く、分からない。」

と供述していることから、当該期間における報酬月額及び厚生年金保険



                                         

  

料の控除額を確認することができない。 

加えて、申立人が名前を挙げた事務担当者であったとする者は、「実

際の給料より低い額で届出をしたことはない。帳簿等を見ながら書類を

作成し、提出していた。」と供述しており、申立人の主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料の控除をうかがわせる供述は得られなか

った。 

なお、標準賞与額を算定の上、年金給付額に反映させる総報酬制が導

入されたのは平成 15 年４月１日からであり、申立期間③については、

制度上、賞与については年金給付額の算定の基礎とされない期間である。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、当該期間において申立人が主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認める

ことはできない。 

 

 



                      

  

青森国民年金 事案 678 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年 11月から 58 年４月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住    所 ：  

           

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年 11 月から 58 年４月まで 

    申立期間当時、私は学生だったが、学生でも 20 歳以降は国民年金に

任意加入できたので、父が「将来困らないように。」と私の国民年金の

加入手続をし、国民年金保険料を納めてくれた。 

それなのに、申立期間について、私の国民年金保険料が未納とされ

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「当時は学生でも 20 歳以降は国民年金に任意加入できたこ

とから、私の父が、私が将来困らないように国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付したはずである。」と主張しているところ、申立人

の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿により平成５

年 10 月８日以降にＡ市から払い出され、昭和 57 年＊月＊日に遡及して

国民年金被保険者資格を取得していることが確認できることから、当該

払出時点では、申立期間の国民年金保険料は時効により納付することは

できなかったものと考えられる。 

また、氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿により、申立期間を

含む昭和 56年３月から 58年 11 月までの期間にＢ市に払い出された手帳

記号番号を確認したが、申立人に対し、別の手帳記号番号が払い出され

た形跡は見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付

したとする申立人の父親は既に他界しており、申立人自身は国民年金の



                      

  

加入手続及び保険料の納付に直接関与していないため、具体的な加入状

況及び納付状況が不明である。 

加えて、申立人及び申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

青森国民年金 事案 679 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年４月から同年 10月までの期間及び３年３月から４年

４月までの期間の国民年金保険料については、免除されていたものと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年４月から同年 10 月まで 

             ② 平成３年３月から４年４月まで 

私は、Ａ町（現在は、Ｂ市）役場で、失業を理由とした申立期間の

国民年金保険料の免除申請を行い、その後全額免除承認通知のはがき

を受け取った記憶があるので、申立期間が未納となっていることには

納得できない。 

また、私は、ねんきん特別便が到着する前に、ねんきん特別便ダイ

ヤルに電話したら、女性職員から申立期間は免除期間であるとの回答

を受けた記憶がある。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「Ａ町役場で国民年金保険料の免除申請を行い、その後全額

免除承認通知のはがきが家に届いた記憶がある。」と主張しているところ、

国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる氏名検索を行ったが申

立人の氏名は確認できず、申立人に対し、現在まで保険料を免除申請す

ることが可能な国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は無く、平成

９年１月から導入された基礎年金番号制度により基礎年金番号が付番さ

れていることを踏まえると、申立期間当時は国民年金の未加入期間であ

り、制度上、国民年金被保険者でなかった申立人が免除申請を行うこと

はできなかったものと考えられる。 

   また、申立人に係るＡ町の国民年金被保険者名簿を見ると、基礎年金

番号記入欄があることから、平成９年１月の基礎年金番号制度導入後の

様式であることが確認できるほか、保険料種別欄には、「新規」と記載さ



                      

  

れている上、資格得喪欄には、20 歳に遡った国民年金被保険者資格の取

得を初めとする得喪記録を平成 10 年 11月 12日に処理した記載が確認で

きる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料納付の免除申請手続をし

ていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人が申立期間の保険料納

付の免除申請手続をしていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を免除されていたも

のと認めることはできない。 



                      

  

青森国民年金 事案 680  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年６月から 46 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年６月から 46 年３月まで 

       私は、夫が厚生年金保険に加入していたので、国民年金の任意加入

のことは知っていた。私の将来のことを考え、夫が国民年金の加入手

続をＡ市役所Ｂ支所で行った。初めから国民年金保険料を納付しない

つもりであれば、わざわざ加入手続はしない。したがって、加入とと

もに申立期間については国民年金保険料を納付していたはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「夫が、私が退職した昭和 45 年６月頃にＡ市役所Ｂ支所で

国民年金の加入手続を行い、納付書に現金を添えて納付した。」と主張し

ているものの、Ａ市では、「国民年金保険料を納付書により納付すること

になったのは昭和 46 年度以降からである。」と回答しており、申立期間

当時は、被保険者が保険料額の国民年金印紙を購入し、国民年金手帳に

印紙を貼付する印紙検認方式によることとなるため、申立人の主張とは

符合しない上、申立期間の保険料は、国民年金被保険者台帳（特殊台帳）

及びＡ市の国民年金被保険者名簿（電子データ）では未納となっており、

オンライン記録と一致している。 

   また、申立人の夫から、国民年金の加入状況及び国民年金保険料の納

付状況を聴取しても、「加入手続をＡ市役所Ｂ支所で行い、市役所で保険

料を納付したという記憶だけである。」と供述している上、申立人自身は

国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与していないため、具体

的な加入状況及び納付状況が不明である。 

   さらに、申立人はＡ市から他市町村に住所変更を行っていないことが

住民票等により確認できることから、申立人に対し、別の国民年金手帳



                      

  

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

加えて、申立人及び申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

青森国民年金 事案 681 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59年４月から同年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年４月から同年８月まで 

私は、昭和 59 年３月にＡ共済組合を退職し、同年４月に結婚、同年

５月に新居となるＢ市に転居した。Ｂ市役所Ｃ出張所には、自分で国

民年金の加入手続に行き、同年４月から同年８月までの国民年金保険

料は一括で納付した記憶があるにもかかわらず、未納とされている。

国民年金については、納付することが義務だと思い、夫が一生懸命働

いたお金で真面目に納付してきたはずであり、申立期間が空白になっ

ていることに納得がいかないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「私は、自分でＢ市役所Ｃ出張所で国民年金の加入手続を行

い、申立期間の国民年金保険料を一括で納付した記憶がある。」と主張し

ているところ、申立人に係るオンライン記録、国民年金被保険者台帳（特

殊台帳）、市町村（Ｄ町、Ｅ村（現在は、Ｄ町）、Ｂ市）の国民年金被保

険者名簿及び申立人が所持している国民年金手帳により、申立人の国民

年金被保険者資格は、Ｄ町において昭和 49 年 10 月１日に強制適用被保

険者資格を喪失後、Ｂ市において 59 年９月４日に任意加入被保険者資格

を取得していることが確認できる。 

また、任意加入については制度上、加入申出をした日に被保険者資格

を取得することとなることから、申立期間は国民年金の任意未加入期間

であり、国民年金保険料を納付することはできなかったものと考えられ

る。 

さらに、申立人に係るＢ市の国民年金被保険者名簿に記載されている

国民年金手帳記号番号は、Ｄ町において払い出された手帳記号番号と同



                      

  

じである上、オンライン記録による氏名検索を行ったが、申立人に対し、

別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

加えて、申立人の申立期間における国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 

 


